
 

専 門 家 合 同 相 談 室  

事業や日常生活での様々な問題について、複数の専門家が相談に応じます。 

 

日時 【原則】月曜日・金曜日 午後１時～午後４時 

会場 豊島区役所本庁舎４階東 面接・相談室 

予約 ☎０３－３９８１－４１６４（区民相談課） 

※ 予約は前月 20 日から受付けます。20 日が閉庁日の場合は翌開庁日から

受付け開始します。 

運営 豊島区相談事業運営協議会 

 

 

             専 門 家 合 同 相 談 室 

相談実施日 曜日 相談テーマ 対応専門家 

4 

月 

3日 金 不動産全般・登記関係 司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士 

6日 月 相続・遺言・贈与 不動産鑑定士・弁護士・税理士 

10日 金 
起業・事業・税金（特許・著作権・

消費税含む） 
税理士・弁理士・行政書士 

13日 月 働く・雇う・年金・助成金 社会保険労務士・税理士・行政書士 

17日 金 借地・借家・賃貸トラブル 不動産鑑定士・弁護士 

20日 月 建築・リフォーム・耐震・境界 弁護士・土地家屋調査士・建築士 

24日 金 税金・契約一般・消費者トラブル 弁護士・税理士 

2７日 月 相続・遺言・贈与 司法書士・税理士・行政書士 

5 

月 

1日 金 金銭問題・許認可・その他 行政書士・司法書士・弁護士 

8日 金 相続・遺言・贈与 公証人・税理士・行政書士 

11日 月 借地・借家・境界・不動産関連 司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士 

令和８年 4月～９月 



相談実施日 曜日 相談テーマ 対応専門家 

5 

月 

15日 金 家族・親族・成年後見 税理士・弁護士 

18日 月 起業・事業（特許・著作権含む） 行政書士・弁理士 

22日 金 相続・遺言・贈与 不動産鑑定士・司法書士・税理士 

25日 月 働く・雇う・年金・助成金 税理士・弁護士・社会保険労務士 

29日 金 起業・事業 中小企業診断士・行政書士 

６ 

月 

1日 月 相続・遺言・贈与 税理士・司法書士・弁護士 

5日 金 借地・借家・賃貸トラブル 不動産鑑定士・行政書士 

8日 月 建築・リフォーム・耐震・境界 建築士・土地家屋調査士・弁護士 

12日 金 税金・契約一般・消費者トラブル 税理士・行政書士・弁護士 

15日 月 相続・遺言・贈与 不動産鑑定士・弁護士・行政書士 

19日 金 
起業・事業・税金（特許・著作権

含む） 
税理士・行政書士・弁理士 

22日 月 借地・借家・賃貸トラブル 弁護士・不動産鑑定士 

26日 金 働く・雇う・年金・助成金 税理士・社会保険労務士・行政書士 

29日 月 不動産全般・登記関係 不動産鑑定士・司法書士・土地家屋調査士 

７ 

月 

3日 金 金銭問題・許認可・その他 弁護士・行政書士 

6日 月 相続・遺言・贈与 弁護士・税理士・公証人 

10日 金 借地・借家・賃貸トラブル 行政書士・建築士・不動産鑑定士 

13日 月 家族・親族・成年後見 司法書士・税理士 

17日 金 相続・遺言・贈与 税理士・司法書士 



相談実施日 曜日 相談テーマ 対応専門家 

７ 

月 

24日 金 借地・借家・賃貸トラブル 司法書士・建築士・土地家屋調査士 

27日 月 相続・遺言・贈与 司法書士・税理士 

31日 金 働く・雇う・年金・助成金 弁護士・社会保険労務士・税理士 

８ 

月 

3日 月 起業・事業（特許・著作権含む） 弁理士・行政書士・中小企業診断士 

7日 金 建築・リフォーム・耐震・境界 土地家屋調査士・建築士・弁護士 

10日 月 借地・借家・賃貸トラブル 司法書士・行政書士 

17日 月 相続・遺言・贈与 司法書士・税理士 

21日 金 家族・親族・成年後見 司法書士・行政書士・税理士 

24日 月 働く・雇う・年金・助成金 社会保険労務士・弁護士 

28日 金 相続・遺言・贈与 行政書士・弁護士・税理士 

31日 月 不動産全般・登記関係 司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士 

９ 

月 

 

4日 金 税金・契約一般・消費者トラブル 弁護士・行政書士・税理士 

7日 月 相続・遺言・贈与 税理士・行政書士 

11日 金 建築・リフォーム・耐震・境界 弁護士・建築士・不動産鑑定士 

14日 月 借地・借家・賃貸トラブル 行政書士・弁護士 

18日 金 家族・親族・成年後見 税理士・社会保険労務士・司法書士 

25日 金 相続・遺言・贈与 行政書士・税理士・弁護士 

28日 月 借地・借家・賃貸トラブル 不動産鑑定士・弁護士 

※ 予定が変更または中止となる場合は、ホームページ等でお知らせします。 

※ 当相談室は豊島区の後援を受けています。 


